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アクセンチュア社が福島県会津若松市で

顔認証をはじめとした実証実験に着手

― 共通番号制度をも活用して ―

第３６号 2014年 9月10日

■
Ｉ
Ｔ
企
業
の
ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ア
社
ら
が
、
福
島
県
会

津
若
松
市
の
商
店
街
を
東
京
五
輪
の
競
技
会
場
に
み
た

て
て
、
商
店
や
病
院
・
交
通
機
関
を
利
用
す
る
市
民
す

べ
て
の
動
向
を
把
握
す
る
実
証
実
験
に
今
年
度
中
に
着

手
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
（
左
の
新
聞
記
事
参
照

。
商

）

店
街
に
カ
メ
ラ
を
設
置
し
、
市
民
の
「
共
通
番
号
」
と

顔
写
真
、
さ
ら
に
は
「
決
済
情
報

【
銀
行
口
座
番
号
】

」

を
も
使
っ
て
、
顔
認
証
を
は
じ
め
と
し
た
関
連
技
術
の

実
験
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

■
こ
の
ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ア
社
は
共
通
番
号
制
度
の
中
枢

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
」

の
設
計
・
開
発
を
支
え
る
「
工
程
管
理
支
援
業
務
」
を
受
注

し
た
企
業
で
す
。
政
府
が
約
百
億
円
の
資
金
を
提
供
す
る
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ア
社
ら
に

よ
る
会
津
若
松
市
で
の
今
回
の
実
証
実
験
は
、
政
府
が
狙
っ

て
い
る
共
通
番
号
制
度
の
拡
大
活
用
を
実
験
す
る
と
い
う
性

格
を
も
っ
た
一
大
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
そ
れ
は

「
テ

、

ロ
対
策
」
や
「
利
便
性
」
を
名
分
と
し
て
、
そ
の
地
域
に
住

む
市
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
丸
裸
に
す
る
〈
監
視
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
〉
づ
く
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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2014年 9月10日 第３６号

共通番号 の２０１５年１０月の付番と通知に反対する！「 」

― ―「個人番号カード」の顔画像データを政府が一元的に管理

安
倍
政
権
は
、
２
０
１
５
年

月
に
す

10

べ
て
の
住
民
と
諸
団
体
に
番
号
を
付
け
た

う
え
で
、
２
０
１
６
年
１
月
に
税
と
社
会

保
障
の
分
野
か
ら
共
通
番
号
制
度
の
運
用

と
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付
を
開
始

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

、

「

」

そ
し
て
政
府
は

そ
の
取
得
を

任
意

と
し
て
い
る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
―
―

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
、
顔
写

真

「
共
通
番
号
」
を
記
載
し
、
そ
れ
ら

、
を
記
録
し
た
チ
ッ
プ
を
う
め
こ
ん
だ
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
―
―
を

「
利
便
性
」
を
お
し
だ

、

し
て
、
国
民
全
員
に
保
有
さ
せ
る
こ
と
を

画
策
し
て
い
る
の
で
す
【
＊
１

。
ま
さ

】

に
そ
れ
は
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
を
常
に

。

、

国
民
に
携
帯
さ
せ
る
企
み
で
す

し
か
も

政
府
は
―
―
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
に
委
託
し
て
―
―
「
個
人
番
号
カ

ー
ド
」
を
作
成
し
、
カ
ー
ド
の
顔
画
像
デ

ー
タ
を
一
元
的
に
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
【
＊

２

。
こ
れ
は
事
実
上
の
政
府
発
行
の
国

】
民
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
（
身
分
証
明
証
）
制
の
導

入
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

共
通
番
号
制
度
は
、
国
家
が
国
民
一
人

ひ
と
り
に
付
け
た
番
号
と
顔
写
真
付
き
の

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
つ
か
っ
て
個
人
情
報
を
一

元
的
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
す
る
も
の
で

あ
り
、
高
度
情
報
化
社
会
に
お
け
る
国
民

。

、

総
背
番
号
制
そ
の
も
の
で
す

私
た
ち
は

「
利
便
性
」
を
名
分
と
し
て
、
国
家
が
国

民
を
監
視
し
管
理
す
る
監
視
社
会
を
認
め

る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
共
通
番
号
制

度
実
施
反
対
の
声
を
あ
げ
よ
う
！

【
＊
１
】
向
井
治
紀
・
内
閣
府
大
臣
官
房
番
号

制
度
担
当
室
長
―
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
健
康

保
険
証
を
早
急
に
取
り
込
ん
で
い
く
政
府
の
方

針
は
決
ま
っ
て
い
る

「
こ
れ
ま
で
は
制
度
開
始

」

後
５
年
間
で
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
２
、
３
割
普

及
す
れ
ば
上
出
来
と
思
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ

、

、

」

な
い
が

あ
っ
と
い
う
間
に
８

９
割
に
な
る

（
今
年
７
月

日

「
日
経
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
社

30

開
催
の
講
演
会
で
の
発
言
）

【
＊
２
】
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

「
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
書
（
全
項
目
評
価

書

（
今
年
９
月
２
日

特
定
個
人
情
報
保
護
委

）
」

員
会
承
認

。
こ
の
評
価
書
の
「
個
人
番
号
カ
ー

）

ド
用
管
理
フ
ァ
イ
ル

（

）
の
記
録
項
目
に

」

頁
27

「
顔
写
真
」
が
入
っ
て
い
ま
す
。

【政府が発表している共通番号制度の実施日程】

「 」【 】２０１５年１０月 すべての住民に個人番号を記載した 通知カード

を住民票の住所に郵送。このときに「個人番号カード」の申し込み用書

類を同封 「個人番号カード」の取得は任意。同時に、法人をはじめとし。

て納税義務を課せられたあらゆる団体に「法人番号」を付番。

税と社会保障の行政分野での運用と「個人番号カー【２０１６年１月】

ド」の交付を開始。例えば就職するとき、被雇用者は自分の番号を雇用

者に通知することが義務づけられる。


